
第２回小丸川・一ツ瀬川水系
水防災意識社会再構築協議会

・平成２９年 被災状況確認

・早急に実施する取組（タイムライン・ホットライン）の

活用状況について

・水防法改正に伴う規約の改正について

・｢水防災意識社会再構築ビジョン｣に基づく小丸川・一ツ瀬川

流域等県管理区間の減災に係る取組方針の設定について

・小丸川の減災に係る取組方針の一部改定について
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平成２９年 被災状況確認
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台風 第１８号 平成２９年 ９月１６～１７日 ･･･ 土砂災害、浸水被害等なし

台風 第 ５号 平成２９年 ８月 ６～ ７日 ･･･ 土砂災害 1件、浸水被害等なし

平成２９年 被災状況確認

台風 第２２号 平成２９年１０月２８～２９日 ･･･ 土砂災害、浸水被害等なし
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早急に実施する取組の活用状況
（タイムライン・ホットライン）
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早急に実施する取組（タイムライン）

想定される災害事象に対して、「いつ」、「誰が」、「何をするのか」を、あらかじめ時系列で
整理した防災行動計画（タイムライン）を作成し運用した。

洪水対応タイムライン 土砂災害対応タイムライン

【運用状況】
○台風５号、台風１８号等において、各機関がタイムラインにのっとり防災行動を行った。

【運用に対する意見】
宮崎市
・本市では従来から、地域防災計画に示している職員の配備や避難に関する情報の発令等の
対応を、気象台や、宮崎県総合河川砂防情報システムによる情報などを活用し行っている。
・タイムラインにはこれらの内容のほか、他機関の対応内容等を示していることから、全体の

動きを確認するためのものとして、今後も引き続き活用していきたい。
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作成したタイムライン

小丸川・一ツ瀬川水系水防災意識社会再構築協議会

管内に避難勧告等の目安となる水位情報を発している河川が存在しな
いため、雨の状況や、その他の河川の状況に応じたタイムラインとした。

※

宮崎県 市町村 タイムライン

西都土木事務所

宮崎市 一ツ瀬川タイムライン

西都市
一ツ瀬川タイムライン

土砂災害タイムライン

西米良村
一ツ瀬川タイムライン

土砂災害タイムライン

新富町 一ツ瀬川タイムライン

高鍋土木事務所

新富町
大雨・洪水タイムライン ※

土砂災害タイムライン

高鍋町
大雨・洪水タイムライン ※

土砂災害タイムライン

木城町
大雨・洪水タイムライン ※

土砂災害タイムライン

川南町
大雨・洪水タイムライン ※

土砂災害タイムライン

都農町
大雨・洪水タイムライン ※

土砂災害タイムライン
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早急に実施する取組（ホットライン）

避難に関する情報の発表が適切に行えるよう、気象情報や河川の水位情報、土砂災害
警戒情報を発令者等に直接電話により伝達するホットラインを構築した。

宮崎県 市町村防災部局
発令者
（首長）

避難勧告等
発令

電話等によるホットライン

専用回線やメール、FAX等による伝達

河川の水位情報
土砂災害警戒情報

小丸川・一ツ瀬川流域等では、水位情報・土砂災害
警戒情報ともにホットライン対象事象に至らなかった。
（平成29年はホットラインの活用実績なし）

気象台

市町村防災部局
発令者
（首長）

避難勧告等
発令

電話等によるホットライン ※

災害情報提供システムやメールによる伝達気象警報等の発表
今後の予測情報

※通常は担当者レベル、必要に応じて管理職レベル
緊急時に台長～首長レベル
自治体側からの問い合せにも随時対応
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水防法改正に伴う規約の改定について
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水防法の改正について

水防法等の一部を改正する法律（平成２９年法律３１号） 施行：6月19日

大規模氾濫減災協議会制度の創設

国及び都道府県知事は、多様な関係者が連携して大規模氾濫に対する減災対

策をハード・ソフト両面から総合的・一体的に推進するため、洪水予報河川・水位周
知河川について、大規模氾濫減災協議会を組織（国協議会は必置、都道府県協議会は任意）

○

○

水防法

国土交通大臣は、第十条第二項又は、第十三条第一項に規定により指定した
河川について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による
被害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進する為の協議を行う協議
会を組織するものとする。

第十五条の九

第十五条の十
都道府県知事は、第十一条第一項又は、第十三条第二項に規定により指定し
た河川について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災によ
る被害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進する為の協議を行う協
議会を組織することができる。

大規模氾濫減災協議会では、「水害対応タイムライン」の作成・点検、ICTを活
用した災害情報の共有強化等について協議。協議結果には尊重義務。
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水防災意識社会再構築ビジョン協議会の改組
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規約改正（案）

改正前 改正後

（名称）
第１条 本協議会は、小丸川・一ツ瀬川水系水防災意識社会再
構築協議会（以下「協議会」という。）と称する。

第２条～第９条 ［略］

（附則）
第１０条 本規約は、平成２８年５月３０日から施行する。

本規約は、平成２９年６月２日から施行する。

（設置）
第１条 水防法（昭和24年法律第193号）第15条の9に基づく大
規模氾濫減災協議会及び第15条の10に基づく都道府県大規模
氾濫減災協議会として、「小丸川・一ツ瀬川水系水防災意識
社会再構築協議会」（以下「協議会」という。）を設置する。

（附則）
第１０条 本規約は、平成２８年５月３０日から施行する。

本規約は、平成２９年６月２日から施行する。
本規約は、平成３０年１月２２日から施行する。

○水防法に基づく協議会へ改組するため、第１条を改正する。

○改正に伴い附則に施行日を追加する。
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「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく
小丸川・一ツ瀬川流域等県管理区間の減災に

係る取組方針の設定について
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概ね５年間で実施する取組

■減災に関わる取組方針

●小丸川の減災に係る取組方針（H28.8.31策定）

●小丸川・一ツ瀬川流域等県管理区間の減災に係る
取組方針（案）（今回策定）

※小丸川、一ツ瀬川流域等市町村の土砂災害に係る取組についても設定する。

取組方針策定の方向性

● 平成１７年９月台風１４号の被害を受け、大淀川でとりまとめられた「水害に
強い地域づくりのあり方（提言）」に基づき課題の整理、目標の設定を行う。

● 宮崎県独自の取組として、本協議会において土砂災害への対策についても
検討するとしていることから、土砂災害に係る取組についても設定する。

● 平成２９年６月に改正された水防法において、要配慮者利用施設について、
避難確保計画の策定及び避難訓練の実施が義務化されたことから、これらを
推進する取組についても設定するものとする。
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小丸川の減災に係る取組方針
一部改定について
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改定趣旨

平成29年6月に改正された水防法において、要配慮者利用施設について、

避難確保計画の策定及び避難訓練の実施が義務化されたことなどを受け

これらを推進する取組について追加設定するもの。
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